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第４ 農業を担う者に確保及び育成を図るための体制の整備その他支援の実施に関する事項 

 

１ 農業担う者の確保及び育成の考え方 

  本町の特産品である桂木ゆずなどの農畜産物を安定的に生産し、本町農業の維持・発

展に必要となる効率的かつ安定的な経営を育成するため、生産方式の高度化や経営管理の

合理化に対応した高い技術を有した人材の確保・育成に取り組む。このため、認定農業者

制度、認定新規就農者制度及びそれらの認定を受けた者に対する各種支援制度を活用する

とともに、農業経営・就農支援センター、県普及指導センター、農業協同組合等と連携し

て研修・指導や相談対応等に取り組む。 

 また、新たに農業経営を営もうとする青年等の就農を促進するため、これらの青年等に

対する就農情報の提供、農地・農業用機械の取得や生活支援などの受入体制の整備、先進

的な法人経営等での実践的研修の実施、青年等就農計画の認定・フォローアップ、認定新

規就農者向けの支援策の積極的な活用の推進、認定農業者への移行に向けた経営発展のた

めの支援等を行う。 

 更に、農業従事者の安定確保を図るため、農業従事の態様等の改善、家族経営協定締結

による就業制、休日制、ヘルパー制度の導入、高齢者及び非農家等の労働力や繁閑期の異

なる産地間の労働力の活用等に取り組む。 

 加えて、本町の農業の将来を担う幅広い人材の確保に向け、職業としての農業の魅力等

を発信するとともに、雇用されて農業に従事する者、定年退職後に農業に従事する者、他

の仕事ともに農業に従事する者など農業生産に関わる多様な人材に対して、地域に定着し

活躍できるよう必要な情報の提供、受入体制の整備、研修の実施、交流会の実施等の支援

を行う。 

 

２ 毛呂山町が主体的に行う取組 

 本町は、新たに農業経営を営もうとする青年等や農業を担う多様な人材の確保に向けて、

県普及指導センターや農業協同組合など関係機関と連携して、就農等希望者に対する情報

提供、住宅の紹介や移住相談対応等の支援、農業技術・農業経営に要する知識習得に向け

た研修の実施や研修農場の整備、必要となる農用地等や農業用機械等のあっせん・確保、

資金調達のサポートを行う。 

 また、就農後の定着に向けて、販路開拓や営農面から生活面までの様々な相談に対応す

るための相談対応、他の農家等との交流の場を設けるなど、必要となるサポートを就農準

備から定着まで一貫して行う。 

 これらのサポートは本町が主体となって、県、農業委員会、農業協同組合、農業教育機

関等の関係団体が連携して、農業を担う者の受入から定着まで必要となるサポートを一元
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的に実施できる体制を構築する。 

 さらに、新規就農者等が地域内で孤立することがないよう必要な配慮を行うとともに、

地域農業を担う者として当該者を育成するときは、必要に応じて、協議の場への参加や地

域計画の修正等の措置を講じる。 

 本町は、新たに農業経営を始めようとする青年等が、本構想に基づく青年等就農計画を

作成し、青年等就農資金、経営体育成支援事業等の国による支援策や県による新規就農関

連の支援策を効果的に活用しながら、確実な定着、経営発展できるよう必要となるフォロ

ーアップを行うとともに、青年等就農計画の達成が見込まれる者に対しては、引き続き農

業経営改善計画の策定を促し、認定農業者へと誘導する。 

 

３ 関係機関との連携・役割分担の考え方 

 本町は、県、農業委員会、農業協同組合、農業教育機関等の関係機関と連携しつつ、町 

が全体的な管理・推進を行いながら、就農等希望者への情報提供や相談対応、研修の実施、 

農用地や農業用機械等のあっせん・確保、就農後の定着に向けたサポート等を以下の役割 

分担により実施する。 

① 県農業会議、県農地中間管理機構、農業委員会は、新たに農業経営を開始しようとす

る者に対して、農地等に関する相談対応、農地等に関する情報の提供、農地等の紹介・

あっせん等を行う。 

② 個々の集落（地域計画の作成区域）では、農業を担う者を受け入れるための地域の雰

囲気づくり、コミュニティづくりを行う。 

 

 

４ 就農等希望者のマッチング及び農業を担う者の確保・育成のための情報収集・相互提供 

 本町は、毛呂山町農業再生協議会及び農業協同組合と連携して、区域内における作付け

品目毎の就農受入体制、研修内容、就農後の農業経営・収入・生活のイメージ等、就農等

希望者が必要とする情報を収集・整理し、県及び農業経営・就農支援センターへ情報提供

する。 

 農業を担う者の確保のため、農業協同組合等の関係機関と連携して、経営の移譲を希望

する農業者の情報を積極的に把握するよう努め、本町の区域内において後継者がいない場

合は、県及び農業経営・就農支援センター等の関係機関へ情報提供する。さらに、新たに

農業経営を開始しようとする者が円滑に移譲を受けられるよう農業経営・就農支援センタ

ー、県農地中間管理機構、農業委員会等の関係機関と連携して、円滑な継承に向けて必要

なサポートを行う。 

 


